
　毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
） 

         

　
　
　
　
　
　
　目

　
　次

　
　

 
 

　告

　示 

○
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
定
め
た
件                                       

二
四
二 

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件                                           

二
四
二 

○
土
地
改
良
法
に
よ
り
換
地
処
分
を
し
た
件
二
件                                     

二
四
三 

○
土
地
収
用
法
に
よ
り
収
用
の
手
続
を
開
始
し
た
件                                   

二
四
三 

　公

　告 

○
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
件                                             

二
四
四 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件
二
件                                                   

二
四
四 

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件                             

二
四
五 

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件                                                     

二
四
六 

　福
島
県
病
院
局 

○
落
札
者
を
決
定
し
た
件                                                       

二
四
九 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

告

　
　示 

　
　
　
　
　
　
　
　

 
 

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号 

　国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
七

年
度
に
お
け
る
地
籍
調
査
に
関
す
る
事
業
計
画
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。 

　
　令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄

　

 

調
査
を
行
う
者
の
名
称

調

　
　査

　
　地

　
　域

調

　査

　期

　間

福
島
市

松
川
第
一

　松
川
第
二

令
和
八
年
三
月
三
一
日

伊
達
市

粟
野
第
二

同

郡
山
市

笹
川
第
一
〇

　石
筵
・
高
玉 

同

笹
川
第
一
一

　□
ノ
口
・
塩
ノ
原 

石
筵
第
九

天
栄
村

湯
本
第
三
一

　湯
本
第
三
二

同

白
河
市

白
井
掛
下

同

塙
町

片
貝
二

　湯
舟
二

　大
畑
一

　片
貝
三

同

会
津
若
松
市

宮
町
第
二

同

喜
多
方
市

小
舟
寺
第
四

同

湯
川
村

水
谷
地

同

会
津
美
里
町

螺
良
岡
北

　螺
良
岡
南

同

南
会
津
町

川
島
第
一

　川
島
第
二

同

い
わ
き
市

下
永
井
Ｂ

同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

北
屋
敷
地
区
に
係
る
県
営
農
地
中
間
管
理
機
構
関
連
農
地
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
一
般
型
）
）

を
行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

　
　令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　縦
覧
に
供
す
る
書
類 

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し 

二

　縦
覧
の
期
間 

令
和
七
年
五
月
二
十
八
日
か
ら 

（
二
十
日
間
） 

同

　
　年
六
月
十
六
日
ま
で 

三

　縦
覧
の
場
所 

平
田
村
役
場 

四

　そ
の
他 

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
福
島
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

ま
た
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業

計
画
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
以
内
に
、
福
島
県
を
被
告
と

し
て
、
当
該
土
地
改
良
事
業
計
画
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
計
画
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
七
年
五
月
十
二
日
広
野
地
区
南
山
工
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。 

　
　令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
基
盤
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
八
号 

　土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

令
和
七
年
五
月
十
二
日
広
野
地
区
北
沢
工
区
の
県
営
区
画
整
理
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
。 

　
　令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
農
村
基
盤
整
備
課
） 

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

福
島
県
告
示
第
三
百
七
十
九
号 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
土
地
収
用

法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
収
用
の
手
続
が
保
留
さ
れ
て

い
る
事
業
地
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
収
用
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
。 

令
和
七
年
五
月
二
十
七
日 

福
島
県
知
事

　内

　堀

　雅

　雄 

一

　施
行
者
の
名
称

　復
興
庁 

二

　都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称 

浪
江
都
市
計
画
研
究
施
設
事
業
１
号
福
島
国
際
研
究
教
育
機
構 

三

　収
用
の
手
続
が
保
留
さ
れ
て
い
る
事
業
地 

福
島
県
双
葉
郡
浪
江
町
大
字
川
添
字
寺
前
、
字
中
ノ
目
、
字
八
斗
蒔
及
び
字
東
師
内
地
内 

四

　収
用
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
事
業
地 

福
島
県
双
葉
郡
浪
江
町
大
字
川
添
字
八
斗
蒔
及
び
字
東
師
内
地
内 

五

　収
用
の
手
続
が
開
始
さ
れ
る
事
業
地
を
表
示
す
る
図
面
の
縦
覧
場
所 

浪
江
町
役
場
建
設
課 

（
土
木
総
務
課
用
地
室
） 

 

　
　
　
　
　
　
　
　

 

公

　
　告 
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公 告 第 １ ０ ５ 号  
　 Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス
テ ム に お け る 県 ネ ッ ト ワ ー ク の 監 視 及 び 保 守 に 関 す る 業 務 の 委 託 に つ い て 、 次 の と お り
随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特
例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県
財 務 規 則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ７ 年 ５ 月 27 日  
福 島 県 知 事 　 内 　 堀 　 雅 　 雄 　  

１ 　 随 意 契 約 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称 及 び 数 量  
住 民 基 本 台 帳 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム に お け る 県 ネ ッ ト ワ ー ク の 監 視 及 び 保 守 に 関 す

る 業 務 　 一 式  
２ 　 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  

福 島 県 総 務 部 市 町 村 総 室 市 町 村 行 政 課 　 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
３ 　 随 意 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 日  

令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日  
４ 　 随 意 契 約 の 相 手 方 の 氏 名 及 び 住 所  

地 方 公 共 団 体 情 報 シ ス テ ム 機 構 　 東 京 都 千 代 田 区 一 番 町 25 番 地  
５ 　 随 意 契 約 に 係 る 契 約 金 額  

5 3 , 0 5 5 , 6 9 7 円  
６ 　 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  

随 意 契 約  
７ 　 随 意 契 約 と す る こ と と し た 理 由  

特 例 政 令 第 11 条 第 １ 項 第 １ 号 該 当  
（ 市 町 村 行 政 課 ）  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
公 告 第 １ ０ ６ 号  
　 Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ
ス テ ム イ ン タ ー ネ ッ ト セ キ ュ リ テ ィ 装 置 及 び 負 荷 分 散 装 置 機 器 の 賃 貸 借 に つ い て 、 次 の
と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 3 7 2 号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第 1 2 条 及 び 福 島 県 財 務
規 則 （ 昭 和 39 年 福 島 県 規 則 第 17 号 ） 第 274 条 の 11 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  
　 　 令 和 ７ 年 ５ 月 27 日  

福 島 県 知 事 　 内 　 堀 　 雅 　 雄  
１ 　 落 札 に 係 る 借 入 物 品 の 名 称 及 び 数 量  

福 島 県 情 報 通 信 ネ ッ ト ワ ー ク シ ス テ ム イ ン タ ー ネ ッ ト セ キ ュ リ テ ィ 装 置 及 び 負 荷 分
散 装 置 機 器 　 一 式  

２ 　 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 企 画 調 整 部 情 報 統 計 総 室 デ ジ タ ル 変 革 課 　 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３ 　 落 札 者 を 決 定 し た 日  
令 和 ７ 年 ３ 月 21 日  

４ 　 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社 　 東 京 都 新 宿 区 西 新 宿 三 丁 目 19 番 ２ 号  

５ 　 落 札 金 額  
1 7 6 , 3 1 9 , 0 0 0 円  

６ 　 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７ 　 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ デ ジ タ ル 変 革 課 ）  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
公 告 第 １ ０ ７ 号  
　 Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る ネ ッ ト ワ ー ク 回 線 調 達 及 び 保 守
業 務 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務
の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と い う 。 ） 第
12条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第 17号 ） 第 274条 の 11第 １ 項 の 規 定 に よ り
公 告 す る 。  
　 　 令 和 ７ 年 ５ 月 27 日  

福 島 県 知 事 　 内 　 堀 　 雅 　 雄  

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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１ 　 落 札 に 係 る 特 定 役 務 の 名 称  
ネ ッ ト ワ ー ク 回 線 調 達 及 び 保 守 業 務  

２ 　 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
福 島 県 企 画 調 整 部 情 報 統 計 総 室 デ ジ タ ル 変 革 課 　 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  

３ 　 落 札 者 を 決 定 し た 日  
令 和 ７ 年 ３ 月 21 日  

４ 　 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
エ ク シ オ グ ル ー プ 株 式 会 社 　 東 京 都 渋 谷 区 渋 谷 三 丁 目 29 番 20 号  

５ 　 落 札 金 額  
3 6 , 0 0 3 , 0 0 0 円  

６ 　 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
一 般 競 争 入 札  

７ 　 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
令 和 ７ 年 ２ 月 ７ 日  

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （ デ ジ タ ル 変 革 課 ）  
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公 告 第 １ ０ ９ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 物 品 等 の 購 入 に つ い て 、 次 の と

お り 一 般 競 争 入 札 を 行 う の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又 は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を
定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 ） 第 ６ 条 及 び 福 島 県 財 務 規 則 （ 昭 和 39年 福 島 県 規 則 第
17 号 。 以 下 「 財 務 規 則 」 と い う 。 ） 第 274 条 の ３ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ７ 年 ５ 月 27 日  
福 島 県 知 事 　 内 　 堀 　 雅 　 雄  

１ 　 入 札 に 付 す る 事 項  
⑴ 　 調 達 を す る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量 　 除 雪 ド ー ザ Ⅱ （ 18 ｔ 級 ） 　 １ 台  
⑵ 　 調 達 を す る 物 品 等 の 仕 様 等 　 仕 様 書 に よ る 。  
⑶ 　 納 入 期 限 　 令 和 ８ 年 ３ 月 27 日 （ 金 ）  
⑷ 　 納 入 場 所 　 福 島 県 会 津 若 松 建 設 事 務 所 （ 福 島 県 会 津 若 松 市 神 指 町 大 字 南 四 合 字 才

ノ 神 ）  
⑸ 　 最 初 の 契 約 に 係 る 入 札 の 公 告 の 日 　 令 和 ７ 年 ３ 月 21 日 （ 金 ）  

２ 　 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 に 関 す る 事 項  
次 に 掲 げ る 条 件 を 全 て 満 足 し て い る 者 で あ り 、 か つ 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要

な 資 格 の 確 認 を 受 け た 者 で あ る こ と 。  
⑴ 　 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22年 政 令 第 16号 ） 第 167条 の ４ 第 １ 項 各 号 の い ず れ に も 該

当 し な い 者 で あ る こ と 。  
⑵ 　 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 有 資 格 者 名 簿 に 登 載 さ れ て い る 者 又 は 開

札 時 ま で に 福 島 県 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 競 争 入 札 参 加 資 格 を 取 得 し て い る 者 で あ る こ
と 。  

⑶ 　 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申 請 書 の 提 出 期 限 の 日 か ら 入 札 の 日
ま で の 間 に 福 島 県 か ら 物 品 の 買 入 れ 又 は 修 繕 に 係 る 参 加 資 格 制 限 を 受 け て い な い こ
と 。  

⑷ 　 こ の 公 告 に 示 し た 仕 様 に 合 致 し た 物 品 又 は こ れ と 同 等 の 物 品 に つ い て 納 入 実 績 が
あ り 、 か つ 、 確 実 に 納 入 で き る こ と 。  

⑸ 　 当 該 物 品 に 係 る 迅 速 な 保 守 及 び 修 理 の 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。  
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３ 　 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の 確 認  
入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 所 定 の 物 品 購 入 （ 修 繕 ） 一 般 競 争 入 札 参 加 資 格 確 認 申

請 書 に 、 ２ の ⑷ に 掲 げ る 事 項 に つ い て 証 明 で き る 書 類 を 添 付 し て 、 令 和 ７ 年 ６ 月 18 日
（ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に 次 に 掲 げ る 場 所 に 提 出 し 、 当 該 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格
の 確 認 を 受 け る こ と 。 な お 、 郵 送 に よ り 提 出 す る 場 合 は 、 同 日 午 後 ５ 時 ま で 必 着 と す
る 。  

郵 便 番 号 960 -8670 　 福 島 県 福 島 市 杉 妻 町 ２ 番 16 号  
福 島 県 出 納 局 入 札 用 度 課  
電 話 02 4 - 52 1 - 74 13  

４ 　 契 約 条 項 を 示 す 場 所 及 び 期 間  
３ に 掲 げ る 場 所 に お い て 令 和 ７ 年 ５ 月 27 日 （ 火 ） か ら 同 年 ６ 月 18 日 （ 水 ） ま で （ 土

曜 日 及 び 日 曜 日 を 除 く 。 ） の 午 前 ８ 時 30 分 か ら 午 後 ５ 時 ま で  
５ 　 入 札 書 の 提 出 場 所 等  

⑴ 　 入 札 書 の 提 出 場 所 、 入 札 説 明 書 の 配 布 場 所 及 び 問 合 せ 先 　 ３ に 掲 げ る 場 所 に 同 じ 。  
な お 、 郵 送 に よ る 入 札 説 明 書 の 配 布 を 希 望 す る 場 合 は 、 日 本 産 業 規 格 Ａ 列 ４ 番 の 大
き さ の 用 紙 18 枚 が 入 る 程 度 の 大 き さ で 、 所 定 の 料 金 分 の 切 手 を 貼 っ た 宛 先 明 記 の 返
信 用 封 筒 を 同 封 の 上 、 ３ に 掲 げ る 場 所 ま で 令 和 ７ 年 ６ 月 ４ 日 （ 水 ） 午 後 ５ 時 ま で に
必 着 で 請 求 す る こ と 。  

⑵ 　 入 札 説 明 会 の 日 時 及 び 場 所 　 令 和 ７ 年 ６ 月 ４ 日 （ 水 ） 午 前 11 時 　 福 島 県 出 納 局 入
札 用 度 課  

⑶ 　 入 札 及 び 開 札 の 日 時 及 び 場 所 　 令 和 ７ 年 ７ 月 ９ 日 （ 水 ） 午 後 １ 時 30 分 　 福 島 県 出
納 局 入 札 用 度 課 （ 郵 便 に よ り 入 札 を す る 場 合 は 、 書 留 郵 便 に よ り 行 う も の と し 、 同
月 ８ 日 （ 火 ） 午 後 ５ 時 ま で に 必 着 の こ と 。 ）  

６ 　 入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金  
⑴ 　 入 札 保 証 金 　 こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 入 札 金 額 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税

を 含 む 。 ） の 100分 の ３ 以 上 の 額 の 入 札 保 証 金 を 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、
財 務 規 則 第 2 4 9 条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お い て は 、 入 札 保 証 金 の
全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

⑵ 　 契 約 保 証 金 　 落 札 者 は 、 契 約 金 額 の 100分 の ５ 以 上 の 額 の 契 約 保 証 金 を 納 付 し な け
れ ば な ら な い 。 た だ し 、 財 務 規 則 第 229条 第 １ 項 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 に お
い て は 、 契 約 保 証 金 の 全 部 又 は 一 部 の 納 付 を 免 除 す る 。  

７ 　 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 に 要 求 さ れ る 事 項  
こ の 入 札 に 参 加 を 希 望 す る 者 は 、 開 札 日 の 前 日 ま で の 間 に お い て 、 提 出 し た 書 類 に

関 し 、 福 島 県 知 事 か ら 説 明 を 求 め ら れ た 場 合 は 、 そ れ に 応 じ な け れ ば な ら な い 。  
８ 　 入 札 の 無 効  

２ の 入 札 に 参 加 す る 者 に 必 要 な 資 格 の な い 者 の し た 入 札 及 び 入 札 説 明 書 に お い て 示
す 入 札 に 関 す る 条 件 等 に 違 反 し た 入 札 は 、 無 効 と す る 。  

９ 　 そ の 他  
⑴ 　 契 約 手 続 に お い て 使 用 す る 言 語 及 び 通 貨 　 日 本 語 及 び 日 本 国 通 貨  
⑵ 　 入 札 方 法 　 落 札 の 決 定 に 当 た っ て は 、 入 札 書 に 記 載 さ れ た 金 額 に 当 該 金 額 の 100分

の 10 に 相 当 す る 額 を 加 算 し た 金 額 （ 当 該 金 額 に １ 円 未 満 の 端 数 が あ る と き は 、 そ の
端 数 金 額 を 切 り 捨 て た 金 額 ） を も っ て 落 札 価 格 と す る の で 、 入 札 者 は 、 消 費 税 に 係
る 課 税 事 業 者 で あ る か 免 税 事 業 者 で あ る か を 問 わ ず 、 見 積 も っ た 契 約 希 望 金 額 の 110
分 の 100 に 相 当 す る 金 額 を 入 札 書 に 記 載 す る こ と 。  

⑶ 　 落 札 者 の 決 定 方 法 　 予 定 価 格 の 制 限 の 範 囲 内 で 最 低 の 価 格 を も っ て 有 効 な 入 札 を
行 っ た 者 を 落 札 者 と す る 。  

⑷ 　 契 約 書 作 成 の 要 否 　 要  
⑸ 　 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 か ら の 要 請 等 　 福 島 県 知 事 は 、 福 島 県 政 府 調 達 苦

情 検 討 委 員 会 （ 福 島 県 政 府 調 達 苦 情 検 討 委 員 会 設 置 要 綱 （ 平 成 ８ 年 福 島 県 告 示 第 320
号 ） 第 １ 条 に 規 定 す る 委 員 会 を い う 。 ） か ら 契 約 停 止 の 要 請 を 受 け た 場 合 は 契 約 の
執 行 を 停 止 し 、 契 約 を 破 棄 す る 提 案 が 出 さ れ た 場 合 は 契 約 を 破 棄 す る こ と が で き る 。  

⑹ 　 そ の 他 　 詳 細 は 、 入 札 説 明 書 に よ る 。  
10 　 Summary  

⑴ 　 N a t u r e  a n d  q u a n t i t y  o f  t h e  p r o d u c t s  t o  b e  p u r c h a s e d :  T r a c t o r  w i t h  S n o w  
P l o w 2  ( 1 8 t  c l a s s )  1  u n i t  

⑵ 　 T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  h a n d ) :  1 : 3 0  p . m . ,  9  J u l y  2 0 2 5  
⑶ 　 T i m e - l i m i t  o f  t e n d e r  ( b y  m a i l ) :  5 : 0 0  p . m . ,  8  J u l y  2 0 2 5  
⑷ 　 C o n t a c t  p o i n t  f o r  t h e  n o t i c e :  B i d  A dm i n i s t r a t i o n  D i v i s i o n ,  T r e a s u r y  B u r e a u ,   

─────────────────────────────────────────────────────────── 
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Fukush ima  Pre fec tura l  Government ,  2-16  Sug i t suma-cho ,  Fukushima  Ci ty ,  Fukushima   
960-8670  Japan  TEL 024 -521- 7413  

（ 入 札 用 度 課 ）  
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公 告 第 ２ 号  
Ｗ Ｔ Ｏ に 基 づ く 政 府 調 達 に 関 す る 協 定 の 適 用 を 受 け る 福 島 県 立 病 院 （ 診 療 所 ） ５ 施 設

で 使 用 す る 電 気 に つ い て 、 次 の と お り 落 札 者 を 決 定 し た の で 、 地 方 公 共 団 体 の 物 品 等 又
は 特 定 役 務 の 調 達 手 続 の 特 例 を 定 め る 政 令 （ 平 成 ７ 年 政 令 第 372号 。 以 下 「 特 例 政 令 」 と
い う 。 ） 第 12 条 及 び 福 島 県 病 院 局 財 務 規 程 （ 平 成 16 年 福 島 県 病 院 局 管 理 規 程 第 ５ 号 ） 第
229 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 公 告 す る 。  

令 和 ７ 年 ５ 月 27 日  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 福 島 県 病 院 事 業 管 理 者 　 挾 　 間 　 章 　 博  
１ 　 落 札 に 係 る 物 品 等 の 名 称 及 び 数 量  
　 　 福 島 県 立 病 院 （ 診 療 所 ） ５ 施 設 で 使 用 す る 電 気 　 予 定 数 量 3 , 8 4 9 , 2 0 0 kWh  
２ 　 契 約 に 関 す る 事 務 を 担 当 す る 課 の 名 称 及 び 所 在 地  
　 　 福 島 県 病 院 局 病 院 経 営 課 　 福 島 県 福 島 市 中 町 ８ 番 ２ 号  
３ 　 落 札 者 を 決 定 し た 日  
　 　 令 和 ７ 年 ３ 月 28 日  
４ 　 落 札 者 の 氏 名 及 び 住 所  
　 　 株 式 会 社 エ ネ ッ ト 　 東 京 都 港 区 芝 公 園 二 丁 目 ６ 番 ３ 号  
５ 　 落 札 金 額  
　 　 1 2 3 , 0 6 4 , 6 3 9 円  
６ 　 契 約 の 相 手 方 を 決 定 し た 手 続  
　 　 一 般 競 争 入 札  
７ 　 特 例 政 令 第 ６ 条 の 公 告 を 行 っ た 日  
　 　 令 和 ７ 年 ２ 月 14 日  

（ 病 院 経 営 課 ）  
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